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１．はじめに 

  平成１９年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、新しい地方財

政の再生制度が法制化されました。いままでの財政再建制度では、普通会計の収支だけが対象

とされており、いきなり「財政再建団体」となり中間的な段階がありませんでした。さらに、

他の会計などにいくら赤字があっても「財政再建団体」とはならず、地方公共団体全体の姿を

反映したものではありませんでした。 

このため、新しい財政再生制度では、「早期健全化基準」と「財政再生基準」が設けられ、２

段階で財政状況を確認するとともに、公営企業会計などの特別会計を含めた連結赤字額や公営

企業や一部事務組合なども含めた実質的な公債費の負担、さらには、退職手当支払い額や関連

団体に対する負担額など将来的な負担額を考慮したものとするなど多角的な視点（４つの指標

＝健全化判断比率）で財政状況を判断することになりました。 

この法律は平成２０年４月に一部施行され、地方公共団体は、毎年度「健全化判断比率」及

び「資金不足比率」を算定し、監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、住民に公表する

ことが義務付けられました。 

  また、平成２１年４月に全面施行となり、算定した各指標の数値によっては、「早期健全化」

または「財政再生」を図ることが義務付けられました。 

 

２．筑後市の健全化判断比率 

「健全化判断比率」とは財政状況が悪化しているかどうかを判断するための指標であり、「実

質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」の４つの指標があり

ます。 

地方公共団体においては、４指標のうちひとつでも早期健全化基準以上となった場合は、「早

期健全化段階」（財政状況が黄信号状態）となり、「財政健全化計画」を策定し、早期に健全化

をはかる必要があります。 

  さらに、「将来負担比率」を除く３指標のうちひとつでも財政再生基準以上となった場合は「財

政再生段階」（財政状況が赤信号状態）となり、「財政再生計画」を策定し、国等の関与をうけ

ながら確実な再生を図らなければなりません。 

  筑後市の平成２２年度の「健全化判断比率」は次のとおりとなり、いずれも「早期健全化基

準」を下回っており、健全段階にあるといえます。 

 

※各比率は速報値であり、今後変更される場合があります。 

〇平成22年度　健全化判断比率

項　　　目

実質赤字比率 － 13.34 20.00

連結実質赤字比率 － 18.34 40.00

実質公債費比率 12.0 25.0 35.0

将来負担比率 75.2 350.0

筑後市の比率 早期健全化基準 財政再生基準
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 実質公債費比率と将来負担比率の推移をみてみると、実質公債費比率は、毎年度少しずつ改善

してきています。改善している主な要因は、一般会計等の元利償還金の減少と算定の際に分母と

なる標準財政規模の増加です。 

 将来負担比率は平成 20 年度をピークに改善してきています。改善の主な要因は、一部事務組合

等負担見込額や債務負担行為に基づく支出予定額などにより将来負担額が減少したことと、分母

となる標準財政規模の増加です。 

 

（１） 実質赤字比率 「－」（該当なし。） 

  実質赤字比率は、「一般会計等」にかかる「実質赤字額」の「標準財政規模」に占める割合の

ことです。筑後市の場合は、13.34%以上になると早期健全化団体に、20.00%以上になると財政

再生団体になります。平成 22 年度の筑後市一般会計等の実質収支は 5 億 2,278 万 2 千円の黒

字となりましたので、実質赤字比率は「－」（▲5.24%）となりました。 

 

                            一般会計等の実質赤字額 

実質赤字比率 ＝  

                                標準財政規模 

 

  ○一般会計等 

   決算統計でいう普通会計と同じ範囲、筑後市では一般会計と住宅新築資金等貸付特別会

計になります。 

  ○実質赤字額 

   歳入総額から歳出総額を差し引いた額（翌年度に繰り越す予算がある場合は、翌年度に
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繰り越すべき財源も差し引いた額になります。）です。 

○標準財政規模  

地方自治体が標準的な状態のとき、通常収入されると見込まれる経常的一般財源の規模の

ことで、臨時財政対策債を含みます。標準財政規模は、普通交付税と同時に算定し、筑後

市の平成 22 年度標準財政規模は 99 億 6,428 万 8 千円です。 

 

（２）連結実質赤字比率 「－」（該当なし。） 

  連結実質赤字比率は、一般会計等に公営企業会計と公営企業以外の公営事業会計（筑後市の

全会計のことです。詳しくはイメージ図を参照してください。）の実質収支・資金不足（剰余）

額の合算額（連結実質赤字額）の標準財政規模に占める割合のことです。筑後市では 18.34%以

上になると早期健全化団体に、35.00%以上になると財政再生団体になります。平成 22 年度は、

51 億 8,286 万 6 千円の黒字となりましたので「－」（▲52.01%）となりました。 

 

                              連結実質赤字額 

連結実質赤字比率 ＝  

                                標準財政規模 

 

（３）実質公債費比率 １２．０％ 

  実質公債費比率は、一般会計等の元利償還金に、公営企業会計への繰出金のうち公債費に係

るものなどの「準元利償還金」を加えた額の標準財政規模に占める割合のことです。この比率

が 18.0%以上になると起債許可団体に、25.0%以上になると早期健全化団体に、35.0%以上にな

ると財政再生団体になります。筑後市の平成 22 年度実質公債費比率は 12.0%となり、昨年度よ

り 0.5 ポイント改善しました。 

 

         （元利償還金+準元利償還金）－（特定財源+基準財政需要額算入額） 

実質公債費比率＝                                 の３カ年平均 

                   標準財政規模 － 基準財政需要額算入額 

 

○準元利償還金（ア、イ、ウの合計額） 

   ア 公営企業会計への繰出金のうち公営企業債の元利償還金に充てたと認められるもの 

   イ 一部事務組合等への負担金のうち、一部事務組合等が起こした地方債の元利償還金に

充てたと認められるもの 

   ウ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準じるもの    

  ○基準財政需要額算入額 

   元利償還金及び準元利償還金のうち普通交付税の基準財政需要額に算入された額 

 

（４）将来負担比率 ７５．２％ 
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  将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率で

す。この比率が 350.0%を超えると早期健全化団体となります。筑後市の平成 22 年度将来負担

比率は 75.2%となり、昨年度より 7.9 ポイント改善しました。 

 

                             将来負担額 － 充当可能財源 

将来負担比率 ＝  

                         標準財政規模 － 基準財政需要額算入額 

 

  ○将来負担額（ア～クの合計額） 

   ア 一般会計等の年度末における地方債現在高 

   イ 債務負担行為に基づく支出予定額 

   ウ 一般会計以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額 

   エ 一部事務組合等の地方債の元金償還に充てる負担等見込額 

   オ 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込

額 

   カ 地方公共団体が設立した一定の法人の負債額等のうち一般会計等の負担見込額 

   キ 連結実質赤字額 

   ク 一部事務組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 

  ○充当可能財源（ア～ウの合計額） 

   ア 将来負担額に充当することができる基金 

   イ 特定財源見込額 

   ウ 基準財政需要額算入見込額 

 

 

３．筑後市の資金不足比率 

「資金不足比率」とは、一般会計等の実質赤字比率に相当するもので、公営企業会計ごとに

算定し、資金不足額が事業の規模（事業の種類によって違いますが、概ね営業収益から受託工

事収益を差し引いたものになります。）の 20%以上になると「経営健全化団体」となり、当該公

営企業の「経営健全化計画」を策定し、経営の健全化を図る必要があります。 

筑後市の平成 22 年度「資金不足比率」は、次のとおりとなり資金不足額を生じた会計はあり

ませんでした。 

 

※各比率は速報値であり、今後変更される場合があります。 

〇平成22年度　資金不足比率

公営企業名

水道事業会計 － 20.0 631,380

病院事業会計 － 20.0 3,429,939

下水道事業特別会計 － 20.0 158,680

筑後市の比率 経営健全化基準 事業の規模（千円）
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（１）病院事業会計 「－」（該当なし。） 

流動負債 3 億 4,696 万円に対し流動資産は 31 億 171 万 7 千円となり、27 億 5,475 万 7 千円

の黒字でした。資金不足比率は「－」（▲80.32％）となりました。 

（２）水道事業会計 「－」（該当なし。） 

流動負債 1 億 2,716 万 8 千円に対し流動資産は 19 億 3,224 万 8 千円となり、18 億 508 万円

の黒字でした。資金不足比率は「－」（▲285.89％）となりました。 

（３）下水道事業特別会計 「－」（該当なし。） 

歳入総額 10 億 8,540 万 6 千円に対し歳出総額 10 億 8,202 万 8 千円となり形式収支は 337 万

8 千円の黒字になりました。また、翌年度に繰り越すべき財源がないため実質収支も 337 万 8

千円の黒字となり、資金不足比率は「－」（▲2.13％）となりました。 

  ○資金不足額 

   法適用企業（地方公営企業法の全部または財務規定を適用している公営企業で、筑後市で

は病院事業会計と水道事業会計が該当します。）は、「（流動負債＋特定の地方債の現在高－

流動資産）－解消可能資金不足額」で計算した額、法非適用企業（地方公営企業法の全部

または財務の規定を適用していない公営企業で、筑後市では下水道事業特別会計が該当し

ます。）は、「（実質赤字額＋支払繰延・事業繰越＋特定の地方債の現在高）－解消可能資金

不足額」で計算した額のことです。 
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筑後市における会計・団体
資金
不足
比率

一般会計

住宅新築資金等貸付特別会計

国民健康保険特別会計

老人保健特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計（保険事業勘定）

介護保険特別会計（地域包括支援センター事業勘定）

水道事業会計

病院事業会計

下水道事業特別会計

八女西部広域事務組合

福岡県南広域水道企業団

花宗用水組合

山ノ井用水組合

福岡県自治振興組合

八女・筑後広域事務組合

福岡県消防団公務災害補償事務組合

福岡県市町村災害共済基金組合

福岡県後期高齢者医療広域連合

筑後市土地開発公社

筑後市文化振興公社

うち公営企
業会計

健全化判断比率等の対象会計・団体のイメージ

資
金
不
足
比
率
※
資
金
不
足
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率
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企

業
ご
と
に
算
定
し
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す

。

公
営
事
業
会
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地方公社・第三セクター等

区　　　　分 健全化判断比率

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

一
般
会
計
等

一部事務組合・広域連合

地
方
公
共
団
体

　特別会計

　一般会計
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（単位：％）

地方公共団体
コード

都道府県名 市区町村名 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

402117 福岡県 筑後市 - - 12.0 75.2

団体区分 3.市

（単位：％）

標準財政規模
（千円） う ち臨時財政対策債

発行可能額

早期健全化基準 13.34 18.34 25.0 350.0

9,964,288 1,001,836 財政再生基準 20.00 35.00 35.0

総括表① 健全化判断比率の状況 （平成22年度決算）
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Ver.22.01 団体名

（単位：千円）

会　　計　　名 実質収支額 （分母比） 会　　計　　名 資金不足・剰余額 （分母比）

一般会計 581,640 5.8 水道事業会計 1,805,080 18.1

住宅新築資金等貸付特別会計 -58,858 -0.6 病院事業会計 2,754,757 27.6

一

法

般

適

会

用

計

企

等

業

小　　　計 522,782 5.2

標準財政規模 9,964,288 100.0

実質赤字比率　（％） -5.24 ※

下水道事業特別会計 3,378 0.0

会　　計　　名 実質収支額

国民健康保険特別会計 37,128 0.4

介護保険特別会計（保険事業勘定） 39,432 0.4

介護保険特別会計（地域包括支援センター事業勘定） 6,481 0.1 法

後期高齢者医療特別会計 13,828 0.1

老人保健特別会計 0 非

適

用

企

業

※　実質収支又は連結実質収支が黒字である場合、

　「実質赤字比率（％）」又は「連結実質赤字比率（％）」は負の値で表示されます。 合　　　　　計 5,182,866 52.0

標準財政規模（再掲） 9,964,288 100.0

連結実質赤字比率　（％） -52.01 ※

一

般

会

計

等

に

属

す

る

特

別

会

計

一

般

会

計

等

以

外

の

特

別

会

計

の

う

ち

公

営

企

業

に

係

る

特

別

会

計

以

外

の

会

計

福岡県筑後市

宅

地

造

成

事

業

宅

地

造

成

事

業

宅

地

造

成

事

業

以

外

宅

地

造

成

事

業

以

外

総括表② 連結実質赤字比率等の状況 （平成22年度決算）
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団体名

Ver.22.01

（単位：千円）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

元利償還金の額
（繰上償還額等
を除く）（３③
Ａ表「元利償還
金」欄の数値を
転記）

積立不足額を考
慮して算定した
額（３①表
「エ」欄の数値
を転記）

満期一括償還地
方債の１年当た
りの元金償還金
に相当するもの
（年度割相当
額）（３①表
「ウ」欄の数値
を転記）

公営企業に要す
る経費の財源と
する地方債の償
還の財源に充て
たと認められる
繰入金（３②表
「合計※」欄の
数値を転記）

一部事務組合等
の起こした地方
債に充てたと認
められる補助金
又は負担金

公債費に準ずる
債務負担行為に
係るもの

一時借入金の利
子

特定財源の額
（３③Ａ表「特
定財源計」欄の
数値を転記）

事業費補正によ
り基準財政需要
額に算入された
公債費

事業費補正によ
り基準財政需要
額に算入された
公債費（準元利
償還金に係るも
のに限る。）

災害復旧費等に
係る基準財政需
要額

災害復旧費等に
係る基準財政需
要額（準元利償
還金に係るもの
に限る。）

平成20年度 1,687,711 409,437 243,848 144,928 60,388 555,445 266,103 361,743 47,818

平成21年度 1,596,499 485,589 255,898 147,142 57,777 519,208 283,529 387,342 53,306

平成22年度 1,525,748 530,190 276,715 148,014 64,022 498,212 298,940 425,008 47,957

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

密度補正により
基準財政需要額
に算入された元
利償還金

密度補正により
基準財政需要額
に算入された準
元利償還金（地
方債の元利償還
額を基礎として
算入されたもの
に限る。）

標準税収入額等 普通交付税額 臨時財政対策債
発行可能額

地方財政法第５
条の４第１項第
２号及び地方財
政法施行令第12
条の規定に基づ
き総務大臣が定
める額
（特別区のみ記
入）

平成20年度 36,017 144,922 6,528,780 2,530,528 388,595 平成20年度 12.61207

平成21年度 36,313 146,158 6,097,635 2,921,040 603,108 平成21年度 12.21942

平成22年度 36,403 145,043 5,668,291 3,294,161 1,001,836 平成22年度 11.33693

（参考）

ＰＦＩ事業に係る
債務負担行為に係
るもの（省令第７
条第１号）

いわゆる五省協定
等により、利便施
設及び公共施設を
買い取るために
行った債務負担行
為に係るもの（省
令第７条第２号）

国営土地改良事業
並びに独立行政法
人森林総合研究
所、独立行政法人
水資源機構及び独
立行政法人環境再
生保全機構の行う
事業に対する負担
金（省令第７条第
３号）

地方公務員等共済
組合が建設した職
員住宅等の無償譲
渡を受けるために
支払う賃借料（省
令第７条第４号）

社会福祉法人が施
設の建設のために
借り入れた借入金
の償還に対する補
助（省令第７条第
５号）

損失補償又は保証
に係る債務の履行
に要する経費の支
出（省令第７条第
６号）

地方公共団体以外
の者の債務を引き
受けた場合におけ
る当該債務の履行
に要する経費の支
出（省令第７条第
７号）

その他これらに準
ずると認められる
もの（省令第７条
第８号）

利子補給に係るも
の（政令第11条第
４号）

平成20年度 9,621 134,849 458 

平成21年度 9,727 136,948 467 

平成22年度 9,953 137,570 491 

12.0

⑥の内訳

筑後市

実質公債費比率
（単年度）

実質公債費比率
（３カ年平均）

総括表③ 実質公債費比率の状況（平成22年度決算）
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団体名

将来負担額
（単位：千円）

地方道路公社 土地開発公社 第三セクター等

14,262,194 1,377,905 8,615,628 1,194,314 2,759,079 0 0 0 0 0 0

（分母比） 168 16 101 14 32

充当可能財源等
（単位：千円）

うち都市計画税

4,995,514 497,414 0 16,306,854

（分母比） 59 6 192

331 256 75

117 17 100

28,209,120

9,964,288

75.2

将来負担比率　（％）

8,512,725

6,409,338

1,451,563

21,799,782

算入公債費等の額　Ｄ

Ａ　－　Ｂ

Ｃ　－　Ｄ

充当可能基金
充当可能
特定歳入

設立法人の

負債額等

負担見込額

基準財政需要額

算入見込額

地方債の現在高

将来負担額　A

標準財政規模　Ｃ

充当可能財源等　Ｂ

債務負担行為に

基づく支出予定額

公営企業債等
繰入見込額

組合等
負担等見込額

退職手当
負担見込額

福岡県筑後市

組合等連結実質

赤字額負担見込額

連結実質
赤字額

―

総括表④ 将来負担比率の状況 （平成22年度決算）

―

＝ ＝


